
住宅用火災警報器は 10年を目安に点検・交換しましょう。

『火の用心　「後で」と「今」で　変わる未来』
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消　報消　報
令和７年３月より深川地区消防組合

１１９番一元化運用開始！！

　令和７年３月より沼田町内における一般電話、携帯電話からの１１９番通報は、深川消防署「消防
指令センター」にて受け付けるようになります。１１９番通報の方法は今までと変わりありませんが、
沼田消防支署職員が受け付けすることがなくなりますので、住所を伝える際には行政区名ではなく、

「沼田町南〇条〇丁目〇番〇号　〇〇宅」のように最初に「沼田町」と必ず通信員にお伝えください。
　出動体制は今までと変更はなく、沼田消防支署より出動します。

消防からお願いがあります！
　１１９番通報の内容によっては、心肺蘇生法、気道異物除去、止血法及び熱傷手当などの必要な応
急手当の方法を電話でお伝えしますので、できる限りのご協力をお願いします。

１１９番通報は「あわてず落ち着いて、正確に通信員にお伝えください」

深川消防指令センターにて一括で受け付けるため、火災や救急出動の初動がよりスムーズになります ！

１１９番通報受付業務移行後の対応

119 番通報
・一般電話
・携帯電話
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